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新型コロナウイルス感染症の影響による負担の軽減を

図るため、水道料金を減額します。

新型コロナウイルス感染症による影響拡大に伴い、外出自粛により水道使用量が増加す

る家庭や休業要請に伴う事業者への負担軽減を図るため、水道料金の基本料金を減額し

ます。

江南市水道事業より水道の供給を受けるすべての給水契約者（官公署を除く）

6か月間

偶数月検針の地

区

令和2年5・6月分（6月検針7月請求）から9・10月分（10月検針11月請

求）

奇数月検針の地

区

令和2年6・7月分（7月検針8月請求）から10・11月分（11月検針12月

請求）

水道の基本料金を50％減額します。

【口径別の基本料金】

新型コロナウイルス感染症の影響による負担の軽減を図るため、水

道料金（基本料金）を6か月間50％減額します。

対象者

対象期間

内容

資料５



メーター

口径

1か月(税

抜)

減額後1か月

（税抜）

1か月減額

（税込）

2か月減額（請求単

位）（税込）

6か月減額

（税込）

13ミリ 550円 275円 302.5円 605円 1,815円

20ミリ 700円 350円 385円 770円 2,310円

25ミリ 1,000円 500円 550円 1,100円 3,300円

40ミリ 2,000円 1,000円 1,100円 2,200円 6,600円

50ミリ 3,000円 1,500円 1,650円 3,300円 9,900円

75ミリ 5,000円 2,500円 2,750円 5,500円 16,500円

100ミリ 10,000円 5,000円 5,500円 11,000円 33,000円

150ミリ 30,000円 15,000円 16,500円 33,000円 99,000円

検針時に配付しております「水道使用水量等のお知らせ」内の請求予定金額（下記参

照）は、減額前の額です。口座振替又は納入通知書の発行の際には、減額して請求いた

しますのでご注意ください。

注意事項




